
　平成 27 年より、納税者不利となる相続税の改正（基礎控除額の引下げや最高税率の引上げなど）が施行さ
れ、相続税の納税義務者が大幅に増加することとなりました。
　一方で、贈与税については納税者有利となる改正が行われ、住宅取得資金、教育資金、結婚・子育て資金
を贈与した場合の非課税規定や直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率なども創設されました。
　したがって、これらの改正を踏まえた上で、生前贈与などの事前対策を行うことが相続・事業承継対策にお
いて重要となります。
　また、相続・事業承継対策には数多くの手法があり、税法の知識だけで対応できるものではなく、遺留分や代
償分割の考え方、遺言書の作成方法など民法の規定も知っておく必要があります。なお、相続・事業承継対策
には、相続税の負担をなるべく減少させるための「節税評価減対策」のほか、誰にどの財産を相続させるのかと
いった「遺産分割対策」、事前に財産を相続人に移行するための「生前贈与対策」、相続財産が不動産しかな
い場合どのように相続税を支払うのかといった「納税資金対策」などがあります。さらに、中小企業のオーナーの
場合には、オーナー個人の財産に対する相続対策とは別に、その企業を誰に引き継ぐのかといった「後継者対
策」や、自社株をどのように引き継ぐのかといった「自社株対策」も重要です。
　そこで、本セミナーでは、相続に関する民法の規定や相続税・贈与税の基本的な仕組みを解説した上で、相
続・事業承継対策に必要な相続時精算課税制度、贈与税の非課税規定、事業承継税制などの規定を確認し
ます。
また、各規定を踏まえて生前贈与対策、遺産分割対策、納税資金対策、節税・評価減対策などの相続対策や
中小企業オーナーに必要な自社株対策、後継者対策、生前贈与対策などの事業承継対策について解説しま
す。
　最後に、平成 29 年度の税制改正により見直されたタワーマンションの評価額や非上場株式に係る評価方法、
相続税の納税義務者の範囲などの論点についても確認します。
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◆ 知っておかなければならない民法知識
　・特別受益、寄与分、遺留分　・遺言書の作成方法
　・代償分割
◆ 相続・事業承継対策における重要規定
　・相続時精算課税制度
　・贈与税の非課税規定（住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金）
　・事業承継税制
◆ 相続対策とは
　・生前贈与対策　・遺産分割対策　・納税資金対策　・節税評価減対策

◆ 生前贈与対策の内容
　・暦年贈与の活用
　・相続時精算課税制度の活用
　・事業承継税制の活用
　・贈与税の非課税規定の活用
◆ 事業承継対策とは
　・自社株対策　・後継者対策
　・Ｍ＆Ａ及び会社分割
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◆主な研修内容◆

当日は、筆記用具・電卓をご持参下さい。

相続に関する民法規定Ⅰ

 1  .  相続人と法定相続分
 ２  .  特別受益と寄与分の計算
 3  .  相続の放棄等
 4  .  遺留分の考え方
 5  .  遺言書の種類とその作成方法

遺産分割対策Ⅴ

 1  .  養子縁組の活用
 ２  .  隔世贈与の活用
 3  .  遺言書の作成とその執行
 4  .  代償分割の活用
 5  .  相続財産の事前整理

納税資金対策Ⅵ

 1  .  相続税・贈与税の納付方法
 ２  .  生命保険の活用
 3  .  退職金の活用
 4  .  金庫株の活用
 5  .  資産の流動化

節税・評価減対策Ⅶ

 1  .  相続税の非課税枠（生命保険金・退職金）の活用
 ２  .  相続人の増加方法
 3  .  財産評価の圧縮方法

事業承継対策Ⅷ

 1  .  自社株の移転方法（贈与・譲渡・納税猶予）
 ２  .  自社株の評価減対策
 3  .  後継者対策
 4  .  Ｍ＆Ａ及び会社分割などの活用

税制改正の内容Ⅸ

 1  .  相続税の納税義務者の範囲
 ２  .  事業承継税制の見直し
 3  .  タワーマンション（居住用超高層建築物）に係る課税の見直し
 4  .  非上場株式の評価方法の見直し
 5  .  広大地の評価方法の見直し
 6  .  その他の改正

相続税・贈与税の計算Ⅱ

 1  .  相続税の具体的計算方法
 ２  .  贈与税の具体的計算方法
 3  .  相続時精算課税制度
 4  .  事業承継税制
 5  .  贈与税の非課税規定（住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金）
 6  .  財産の評価方法

相続・事業承継対策の全体像とその活用方法Ⅲ

 1  .  相続・事業承継対策の重要性
 ２  .  相続・事業承継対策の全体像
 3  .  各対策の実行上の留意点

生前贈与対策Ⅳ

 1  .  暦年贈与の活用
 ２  .  相続時精算課税制度の活用
 3  .  事業承継税制の活用
 4  .  贈与税の非課税規定の活用


